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 別紙 

 

 

 

 

1 目的 

  将来を担う子どもたちが手紙に親しみ、手紙を書く機会を増やすことで意思を相手に伝える能力

を向上させるとともに、文章表現によるコミュニケーションの魅力を知ってもらうことで、 

手紙文化の一層の振興を図り、心豊かな子どもたちを育むことを目的とします。 

 

2 実施機関 

(1) 主催：日本郵便株式会社 

(2) 後援：文部科学省、公益社団法人全国学校図書館協議会、全国市町村教育委員会連合会、 

      全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、 

      日本私立中学高等学校連合会、全国国公立幼稚園・こども園長会、 

      全日本私立幼稚園連合会、全国私立保育園連盟（以上予定） 

 

3 応募期間 

  2020 年 6月 8日（月）から同年 9月 18 日（金）まで（当日消印有効）  

 

4 応募方法 

  学校などの団体単位（幼稚園、保育所、絵画教室などを含む）でまとめて応募する方法と、 

個人で応募する二つの方法があります。それぞれ以下の手順でご応募ください。 

 

 (1) 学校単位で応募する方法 

＜作品の作成者＞ 

   「団体応募専用はがき」を使用して応募する場合、アおよびイの作業は不要です。 

  ア 「団体用応募票」に必要事項を記入する。 

  イ 「団体用応募票」をそれぞれ作品の裏面に貼り付ける。 

  ウ 作品を所属学校の先生に提出する。 

  ＜所属学校の先生＞ 

  エ 各作品に「団体用応募票」が添付されているか、記載内容に漏れがないか確認する。 

  オ 作品を取りまとめ、「出品票（団体応募専用）」を作成する。 

  カ 作品の一番上に「出品票（団体応募専用）」を添付する。 

    なお、「出品票（団体応募専用）」のコピーを作品に添付し、「出品票（団体応募専用）」の 

原本を担当の先生が保管することもできます。 

  キ まとめて封筒などに入れ、「5 応募先」に送付する。 

    ※「団体用応募票」および「出品票（団体応募専用）」は、記載内容に漏れがないよう、 

必要事項を全て記入の上、必ず作品に添付してください。 

     

 (2) 個人で応募する方法（出品票は不要です。） 

  ア 「個人用応募票」に必要事項を記入する。 

  イ 「個人用応募票」を裏面に貼り付ける。 

  ウ 「5 応募先」に送付する。 

 

5  応募先 

〒153-0064 

東京都目黒区下目黒 2-20-20 第 8 千陽ビル 2Ｆ 

「第 53 回手紙作文コンクール」事務局 

第 53 回手紙作文コンクール 応募要項 
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6 応募部門、応募要項など 
 

部 門 はがき作文部門 絵手紙部門 

応募資格 小学生・中学生・高校生 幼児～高校生 

応募区分 

小学校 1年生の部 

小学校 2年生の部 

小学校 3年生の部 

小学校 4年生の部 

小学校 5年生の部 

小学校 6年生の部 

中学生の部 

高校生の部 

幼児の部 

小学校 1～3年生の部 

小学校 4～6年生の部 

中学生の部 

高校生の部 

テ ー マ 特定の相手に自分の体験したことや考えなどを伝える 

形 式 

はがきを用いてください。 

【サイズ等】 

■ 大きさ：縦 14.0cm 以上 15.4 ㎝以下 × 横 9.0cm以上 10.7 ㎝以下 

■ 重さ：2.0g 以上 6.0g 以下 

■ 材質：紙 

※ 当社発行の郵便はがきは、この条件を満たしています。 

注意事項 

■ 応募票に必要事項を記入し、作品の

裏面に貼り付けてください。 

■ 日本語で手書きされた作品を受け付

けます。 

■ 主に文章で表現し、絵を書き入れる

ことも可能とします。 

■ 応募票に必要事項を記入し、作品の

裏面に貼り付けてください。 

■ 絵とメッセージで表現された手書き

の作品を受け付けます。 

 

 

7 審査基準 

  「はがき」「絵手紙」の基本的な特徴を踏まえた作品。 

（1）はがき作文部門 

  ア 応募者が実際に体験したことや考えが十分に表現された作品。 

  イ 「こんな手紙をもらったらうれしい、楽しい」と感じられる作品。 

  ウ コミュニケーションの価値や楽しさが実感できる作品。 

  エ 手紙の良さがわかるきっかけとなる作品。 

  オ 書くことの大切さ、手書きの良さが学べる作品。 

（2）絵手紙部門 

  ア 絵とメッセージが調和し、いきいきと表現されている作品。 

  イ 「こんな手紙をもらったらうれしい、楽しい」と感じられる作品。 

  ウ コミュニケーションの価値や楽しさが実感できる作品。 

  エ 絵手紙として創意工夫があり、他の模範となる作品。 

  オ 書くことの大切さ、手書きの良さが学べる作品。 

 

8 応募に当たって 

 (1) 作品は未発表のものに限ります。ほかのコンクールに応募した作品、応募予定のある作品の 

応募は受け付けません。 

   なお、ほかのコンクールに応募していたことが判明した場合は、入賞を取り消します。 

 (2) 作品は本人自身の創作に限ります。本人自身の創作でないことが判明した場合は、入賞を取り

消します。また、「絵手紙部門 幼児の部」において、幼児が文字を書けない場合でも、保護者ま

たは指導者による加筆は行わないでください。審査対象外となります。 

 (3) 著作権などによる争議が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。また、著作権などの 

侵害に抵触するおそれのある作品は応募を受け付けません。 
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 (4) 応募作品の諸権利は、当社に帰属します。 

 (5) 一人数点応募できますが、入賞する作品は各部門（はがき作文部門、絵手紙部門）1 点まで 

とします。 

 (6) 原則として、作品は応募年のものとします。 

 (7) 応募作品の返却はいたしません。 

 

9 賞名と点数（予定）                          （単位：点） 
 

賞名 はがき作文部門 絵手紙部門 合計 

文部科学大臣賞 8 4 12 

日本郵便賞 8 5 13 

金賞 16 15 31 

銀賞 32 25 57 

銅賞 64 50 114 

佳作 16 50 66 

審査員特別賞 ― 40 40 

暑中見舞い賞※ 24 15 39 

合計 168 204 372 
  ※暑中見舞い賞は、受賞作品の中から各応募区分最大 3点まで表彰します。 

  ※応募者全員に参加賞を進呈します。 

 

10 個人情報 

  ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、次の目的で使用します。 

 (1) 入賞者および作品が入賞した事実の公表 

 (2) 賞品などの発送 

 (3) 報道機関を含めた関係者への情報提供 

 (4) 当社主催の手紙振興イベントのご案内 

 (5) 小学校などに配布する当社が作成する手紙に関する副教材への掲載 

  特に当社 Web サイト上や作品集での作品の公表に当たっては、作品のほか、応募票に記載された 

 氏名、都道府県名、学校名および学年を掲載させていただきますので、あらかじめご承諾の上、 

ご応募ください。その他、個人情報の保護と取り扱いについては、当社 Web サイトをご覧ください。 

https://www.post.japanpost.jp/privacy.html 

 

11 団体応募専用はがきの配布 

  学校などの団体単位（幼稚園、保育所、絵画教室などを含む）でご応募いただく際、応募要項で 

指定する形式に則した「団体応募専用はがき」を数量限定で用意しておりますので、ご希望の場合は

次項の「第 53回手紙作文コンクール」事務局までご連絡ください。 

  なお、「団体応募専用はがき」の表面には、あらかじめ団体用応募票が印刷されています。 

 

12 お問い合わせ先 

  「第 53回 手紙作文コンクール」事務局 

  【フリーダイヤル】 0120-536-493 

  【受 付 時 間】 午前 9時から午後 5時まで（土日休日を除く） 

   ※携帯電話からもご利用いただけます。 

   ※海外からは、+81-3-5436-7297 をご利用ください。 

 

13 応募票および出品票 

    応募の際に必要となる応募票（団体用応募票または個人用応募票）および出品票は、当社Web 

 サイトからダウンロードできます。（https://www.post.japanpost.jp/contest_text/download/） 

  郵送を希望される場合は、事務局までご連絡ください。 

https://www.post.japanpost.jp/privacy.html
https://www.post.japanpost.jp/contest_text/download/
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14 応募票、出品票および団体応募専用はがき 

 

【団体用応募票】               【個人用応募票】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出品票（団体応募専用）】 

 

 

【団体応募専用はがき】 

  


